
○岡山県警察安全相談員運用要綱の制定について(通達) 

(平成 13 年 3 月 12 日岡生企第 74 号警察本部長例規) 
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各部長・所属長 

 

 警察に対する相談は大幅に増加している上、内容も複雑多岐にわたり、つきまとい事案

等の新たな事案の相談も顕著となっていることから、警察安全相談に誠実かつ適切に対応

し、県民の「安心して暮らせる空間」を確保するため、警察安全相談員制度を導入するこ

ととし、別添のとおり警察安全相談員運用要綱を定め、平成 13 年 4 月 1 日から施行する

こととしたので、同制度の効果的な運用に努められたい。 

 別添 

 岡山県警察安全相談員運用要綱 

第 1 目的 

この要綱は、岡山県警察における警察安全相談員(以下「相談員」という。)の運用

に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

第 2 相談員の責務 

相談員は、自らの知識及び経験を生かして、県民から寄せられる複雑多岐にわたる

警察安全相談に誠実かつ適切に対応し、相談者に対する助言及び指導、関係機関・団

体の教示及び引継ぎ等を行い、県民の安全で平穏な生活の確保及び不安等の早期解決

に資することを責務とする。 

第 3 身分、任免等 

1 相談員の身分、任免等については、この要綱に定めがあるもののほか、岡山県警察会

計年度任用職員取扱要綱の制定について(通達)(令和 2 年 3 月 31 日岡務第 306 号例規。

以下「会計年度任用職員取扱要綱」という。)の定めるところによる。 

2 相談員の任用は、次に掲げる要件に該当し、警察安全相談に関して知識及び経験を有

すると認められる者のうちから、警察本部長(以下「本部長」という。)が行うものと

する。 

(1) 人格・識見に優れていること。 

(2) 職務の遂行に必要な熱意を有すること。 

(3) 行動力があること。 

3 相談員の定数は、予算の範囲内で本部長が定める。 

第 4 配置所属 



相談員は、警務部県民広報課(以下「県民広報課」という。)及び本部長が指定する

警察署(以下「指定警察署」という。)に配置するものとする。 

第 5 職務 

相談員は、所属長の指揮監督の下に次に掲げる活動を行うものとする。 

(1) 各種相談等の受理及び対応 

(2) 事件事故の届出又は将来的に刑罰法令に抵触するおそれのある相談を受理した場

合の警察官への報告及び引継ぎ 

(3) 関係機関・団体への連絡及び引継ぎ 

(4) 警察安全相談関係文書の整理 

(5) その他警察安全相談業務を遂行するために必要な活動 

第 6 勤務要領 

相談員は、第 5 に規定する職務を行うに当たっては、次に掲げる要領によるものと

する。 

(1) 専門的な知識、判断等を要するもの、犯罪に関係し、又は関係するおそれがある

と認められるもの等については、県民広報課にあっては次長又は警察安全相談業務

を所掌する課長補佐、指定警察署にあっては所属する警察署の警務課長(以下「課長

補佐等」という。)に報告し、指揮を受けること。 

(2) 事件事故の届出(口頭、電話等による届出を含む。)又は将来的に刑罰法令に抵触

するおそれのある相談を受理した場合は、速やかに、課長補佐等に報告し、警察官

に引き継ぐこと。 

第 7 遵守事項 

相談員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 職務に関して知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も、また、同様

とする。 

(2) 職務の執行に当たっては、関係者の正当な権利及び自由を侵害することのないよ

うに留意すること。 

(3) その職の信用を傷つけるような行為をしないこと。 

(4) 職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念すること。 

(5) 職務の遂行に当たっては、法令及びこの要綱に従い、かつ、上司の職務上の命令

に忠実に従うこと。 

(6) 相談の受理に当たっては、相手方の立場に立って、親切丁寧に応対する一方、そ

の挙動に注意を払い、受傷事故の防止に努めること。 

(7) 警察職員と緊密な連携を図り、迅速な事務処理に努めること。 

第 8 勤務日の割振り 

所属長は、相談員の毎月の勤務日を会計年度任用職員取扱要綱第 4 の 2 に定める範

囲内で、原則として月曜日から金曜日までの間に割り振るものとする。 



第 9 出勤及び欠勤の報告 

相談員は、出勤できない理由が生じたときは、課長補佐等を経由して所属長に欠勤

する旨を報告するものとする。 

第 10 留意事項 

所属長は、相談員の運用に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。 

(1) 相談員には第 5 に規定する職務以外に従事させないこと。 

(2) 相談員には特別の権限が付与されているものではないので、職務の範囲を逸脱し

ないよう指導を徹底すること。 

(3) 言語及び態度に注意させ、適切な市民応接に努めさせること。 

(4) 課長補佐等による指導を行わせ、相談員の活動実態を適切に把握するとともに、

相談員の職務に必要な各種事務処理要領、書類作成要領等について、教養を行うこ

と。 

第 11 身分証明証等 

1 相談員は、勤務中においては警察安全相談員証(様式第 1 号)を携帯するとともに、ネ

ームプレート(様式第 2 号)を上衣左胸部に着装するものとする。 

2 相談員は、勤務中において応対した相手から警察安全相談員証の提示を求められたと

きは、これを提示するものとする。 

第 12 報告 

1 警察署長は、毎月の相談員の活動状況を警察安全相談員活動月報(様式第 3 号)に記録

し、翌月 5 日までに県民広報課長に送付するものとする。 

2 警察署長は、相談員の活動に伴う反響、紛議、効果的な活動事例等を認めたときは、

その都度書面により、県民広報課長に報告するものとする。 

第 13 文書の保存 

警察安全相談員活動月報は、県民広報課において 1 年間保存するものとする。 


